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平成２９年度における優越タスクの取組状況 

 

第１ 処理の状況 

 

１ 処理概況 

公正取引委員会は，平成２１年に，「優越的地位濫用事件タスクフォース」（以下「優

越タスク」という。）を審査局内に設置し，優越的地位の濫用に係る情報に接した場合

には，効率的かつ効果的な調査を行い，濫用行為の抑止・早期是正に努めることとし

ている。平成２９年度においては，優越タスクを活用して，優越的地位の濫用につな

がるおそれがあるとして，４８件の注意を行った。 

 
＜図：年度別注意件数の推移＞ 

 
 

 

２ 注意の件数及び内容 

⑴ 注意を行った４８件を取引形態別にみると，上図のとおり，冠婚葬祭業者に対する

納入等取引が１３件と最も多く，次いで小売業者（スーパーマーケット，ホームセン

ター等）に対する納入取引が１２件，物流取引が９件，宿泊業者に対する納入等取引

が６件，卸売業者に対する納入取引が５件，その他の取引が３件となっている。 

 

⑵ 注意を行った事案について，注意対象となった行為類型を取引形態別にみると，

下表のとおり，冠婚葬祭業者に対する納入等取引については，「購入・利用強制」が
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２６件中１０件と最も多く，次いで「協賛金等の負担の要請」が７件となっている。 

  また，小売業者に対する納入取引については，「従業員等の派遣の要請」が３１件

中１１件と最も多く，次いで「協賛金等の負担の要請」が８件となっている。 

 さらに，物流取引については，「減額」が１７件中６件となっており，次いで「支

払遅延」が４件となっている。 

 なお，取引形態に関係なく，優越タスクにおいて注意を行った事案を行為類型別

にみた場合には，「購入・利用強制」が２４件と最も多く，次いで「協賛金等の負担

の要請」が２２件となっている。 

 
＜表：注意事案の行為類型一覧＞                     （単位：件） 

（注）１つの事案において複数の行為類型について注意を行っている場合があるため，注意件数（４８件）

と行為類型の内訳の合計数（９２件）とは一致しない。 

 

⑶ 優越タスクが注意した主な事例は別紙のとおりである。 

 

第２ 効率的・効果的な処理 
 

１ 効率的な処理 

⑴ 優越タスクにおいては，優越的地位の濫用行為に係る全国から寄せられる情報及

び自ら収集した情報に基づいて，一元的に当該行為類型に特化した調査を行うこと

で事例や処理方法の蓄積を図り，これを積極的に活用することにより，優越的地位

の濫用事案を効率的に処理できるようにしている。 

  なお，下請法に基づき勧告又は指導した関係事業者についても，必要に応じ，下

請法上の下請事業者に該当しない取引先に対する行為について更なる調査を行い，

独占禁止法上の優越的地位の濫用行為につながるおそれがみられた場合には，注意

を行っている。 

 

⑵ 平成２９年度に優越タスクにおいて注意を行った事案の平均処理期間は，約４１

日であった（前年度は約３６日）。 

 

取引形態 

 

行為類型 

冠婚葬祭業 

者に対する 

納入等取引 

小売業者に 

対する 

納入取引 

物流取引 

宿泊業者に 

対する 

納入等取引 

卸売業者に 

対する 

納入取引 

その他の 

取引 
合計 

購入・利用強制 １０ ５ １ ６ １ １ ２４ 

協賛金等の負担の要請 ７ ８ １ １ ４ １ ２２ 

従業員等の派遣の要請 １ １１ ０ ０ ０ ０ １２ 

その他経済上の利益の

提供の要請 
６ １ ０ １ ０ １ ９ 

返品 １ ４ ０ ０ ０ １ ６ 

支払遅延 ０ ０ ４ １ ０ ０ ５ 

減額 ０ ２ ６ ０ ０ ０ ８ 

取引の対価の一方的決

定 
０ ０ ２ ０ ０ ０ ２ 

その他 １ ０ ３ ０ ０ ０ ４ 

合計 ２６ ３１ １７ ９ ５ ４ ９２ 
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２ 効果的な処理 

優越タスクにおいては，関係事業者に対し，優越的地位の濫用行為として違反につ

ながるおそれがあるとして注意を行うに際しては，職員が関係事業者の事務所に直接

出向き，又は，関係事業者を公正取引委員会に招致して，小売業者に対する納入取引

の事案であれば仕入れ等の責任者（担当取締役等）と面談を行っている。 

この関係事業者との面談では，パンフレット等を用いて，優越的地位の濫用行為が

禁止されている趣旨，目的等を詳細に説明し，これらについて十分理解を得ることと

している。 

さらに，優越タスクでは，過去に注意を行った事案のフォローアップ調査を行って

いるところ，関係事業者の取引先事業者からのヒアリングにおいて取引環境の改善が

みられるなど，過去の注意による効果が確認できている。 

また，優越タスクの調査を契機に関係事業者がグループ会社の状況も含めて優越タ

スクに報告することにより，当該関係事業者のみならず，グループ会社の改善が図ら

れたものもあった。 
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優越タスクが注意した主な事例 

 
次の各事例は，記載された行為が行われていた疑いがあり，独占禁止法違反につながる

おそれがあったものである。 

 

１ 冠婚葬祭業者に対する納入等取引 

 

 購入・利用強制 

 

⑴ 冠婚葬祭業を営むＡは，購買担当者から，取引先事業者に対し，Ａの運営する施設

において開催するイベントのチケット，Ａが販売する仏具関連商品及びお節料理の購

入を要請していた。 

 

⑵ 冠婚葬祭業を営むＢは，代表取締役等名義の要請文書等により，取引先事業者に対

し，Ｂが販売するお中元商品，お歳暮商品及びお節料理の購入を要請していた。 

 

 協賛金等の負担の要請 

 

⑶ 冠婚葬祭業を営むＣは，取引先事業者に対し，ゲートボール大会の運営費の一部に

充てるための協賛金の負担を要請していた。 

 

⑷ 冠婚葬祭業を営むＤは，葬儀施設又は婚礼施設の新規オープンに際し，取引先事業

者に対し，当該施設を装飾する生花の購入費用に充てるための協賛金の負担を要請し

ていた。 

 

 従業員等の派遣の要請 

 

⑸ 冠婚葬祭業を営むＥは，葬儀施設の内覧会に際し，取引先事業者に対し，駐車場の

誘導を行わせるため，従業員等を派遣するために通常必要となる費用を負担すること

なく，従業員等の派遣を要請していた。 

 

 その他経済上の利益の提供の要請 

 

⑹ 冠婚葬祭業を営むＦは，取引先事業者に対し，紹介手数料等の対価を支払うことな

く，婚礼，葬儀等の顧客や，互助会，保険等への入会者を紹介するよう要請していた。 

 

⑺ 冠婚葬祭業を営むＧは，取引先事業者に対し，Ｇの運営する施設において開催する

ブライダルフェア等で使用するお土産や景品を無償で提供するよう要請していた。 

 

２ 小売業者に対する納入取引 

 

 購入・利用強制 

 

⑴ 食品スーパーマーケット業を営むＨは，購買担当者から，取引先納入業者に対し，

別紙 
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Ｈが販売する恵方巻，うなぎの蒲焼，クリスマスケーキ及びお節料理の購入を要請し

ていた。 

 

協賛金等の負担の要請 

 

⑵ ホームセンター業を営むＩは，取引先納入業者に対し，算出根拠等を明確にするこ

となく，初売り時に行う餅つき大会等のイベント費用，アドバルーン設置費用等に充

てるための協賛金の負担を要請していた。 

 

⑶ 食品スーパーマーケット業を営むＪは，取引先納入業者に対し，算出根拠等を明確

にすることなく，チラシ作成，値引き費用等に充てるための協賛金の負担を要請して

いた。 

 

 従業員等の派遣の要請 

 

⑷ ドラッグストア業を営むＫは，店舗の新規開店，改装開店及び移転に際し，取引先

納入業者に対し，当該納入業者が納入した商品であるか否かを問わず商品の陳列作業

等を行わせるため，従業員等を派遣するために通常必要となる費用を負担することな

く，従業員等の派遣を要請していた。 

 

⑸ 食品スーパーマーケット業を営むＬは，店舗の新規開店及び改装開店に際し，取引

先納入業者に対し，当該納入業者が納入した商品であるか否かを問わず商品の陳列作

業等を行わせるため，請求のなかった取引先納入業者に対して従業員等を派遣するた

めに通常必要となる費用を負担することなく，従業員等の派遣を要請していた。 

 

 返品 

 

⑹ 食品スーパーマーケット業を営むＭは，取引先納入業者に対し，店舗の改装や閉店

の際に売れ残った商品について，あらかじめ返品対象商品や返品時期といった具体的

な返品条件を定めることなく，また，返品によって当該納入業者に通常生ずべき損失

を負担することなく，返品を要請していた。 

 

減額 

 

⑺ ホームセンター業を営むＮは，店舗の改装や棚替えによって棚から外れた商品の値

引き販売に際し，取引先納入業者に対し，当該値引き販売による利益減少分を確保す

るため，「処分費」の名目で納入代金から減額するよう要請していた。 

 

３ 物流取引 

 

支払遅延 

 

⑴ 建設工事業を営むＯは，請求書の処理を放置し，取引先物流事業者に対し，あらか

じめ定めた支払期日までに運送代金を支払っていなかった。 
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減額 

 

⑵ リサイクル業を営むＰは，取引先物流事業者に対し，Ｐの業績悪化に伴う収益改善

のため，毎月の運送代金に数パーセントを乗じて得た額を減額するよう要請していた。 

 

⑶ 木材・木製品製造業を営むＱは，運送代金の支払方法を手形払から銀行振込払に変

更した取引先物流事業者に対し，運送代金から手形割引料相当額を減額するよう要請

していた。 

 

取引の対価の一方的決定 

 

⑷ 物品賃貸業を営むＲは，取引先物流事業者に対し，実走距離よりも短い直線距離に

よって運送代金を計算し，本来支払うべき運送代金に比べて低い額の運送代金を一方

的に決定していた。 

 

その他 

 

⑸ 木材・木製品製造業を営むＳは，取引先物流事業者に対し，期間１３１日の手形を

交付していた。 

 

⑹ 木材・木製品製造業を営むＴは，取引先物流事業者に対し，構造材等をＴの下から

Ｔの顧客の下まで運送することを発注内容としているところ，Ｔ又は顧客の都合によ

り待機させ，発注内容を変更したにもかかわらず，無償で待機するよう要請していた。 

 

４ 宿泊業者に対する納入等取引 

 

 購入・利用強制 

 

⑴ 宿泊業を営むＵは，購買担当者から，取引先事業者に対し，Ｕの運営するホテルに

おいて開催するビアガーデンのチケット，Ｕが販売するお節料理及び当該ホテルの利

用券の購入を要請していた。 

 

その他経済上の利益の提供の要請 

 

⑵ 宿泊業を営むＶは，取引先事業者に対し，Ｖの運営するホテルにおいて開催するビ

ンゴ大会で使用する景品を無償で提供するよう要請していた。 

 

５ 卸売業者に対する納入取引 

 

購入・利用強制 

 

⑴ 食料品の卸売業を営むＷは，取引先事業者に対し，Ｗが販売する加工食品について，

数量を指定して購入を要請していた。 
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協賛金等の負担の要請 

 

⑵ 機械器具の卸売業を営むＸは，周年記念セール等に際し，取引先納入業者に対し，

算出根拠等を明確にすることなく，得意先に提供するギフト商品，旅行券及びコンサー

トチケットの費用に充てるための協賛金の負担を要請していた。 

 

６ その他の取引 

 

協賛金等の負担の要請 

 

⑴ 持ち帰り・配達飲食サービス業を営むＹは，取引先納入業者に対し，算出根拠等を

明確にすることなく，店頭に掲示するポスター，のぼり等の販促商材の製作費用等に

充てるための協賛金の負担を要請していた。 

 

その他経済上の利益の提供の要請 

 

⑵ 娯楽業を営むＺは，取引先事業者に対し，社内行事におけるビンゴゲーム等で使用

する景品を無償で提供するよう要請していた。 

 

 


